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石木タム説明会資料

日時：平成26年6月21日〈土曜日） 1 5時～

揚所：川棚町岩屋郷川原公民館

長崎県土木部沼川課



石木ダム建設絶対反対同盟

連絡人岩下和雄様

石木グム対策弁種団

代表弁護士馬奈木昭雄様

石木川の清流を守り川細川の治水を考える町民の会

代表藤田正昭様

石木川まもり隊

代表松本柴智恵様

水問題を考える市民の会

代表篠崎正人様

石木川の清流とホタルを守る市民の会

事務局長国代圭介様

26何第 80号

平成26年6月6日

長崎県土木部河川眼長

『確認と日程嗣聾のご連絡』への回答につきまして

平成26年5月23日付でいただいておりました申し出に対しましては、

次のとおり回答いたします．

前回、平成26年5月15日付の回答でもお答えしておりますように、石

木ダムにつきましては、りII相川の抜本的な治水対策』、『佐世保市の慢性的

な水不足の解消』を目的として、昭和50年度に建設事業として採択され、

それ以降30年以上にわたり、地権者の皆織にご理解が得られますよう、あ

らゆる機会を捉え繰り返，し脱明してまいりました。

平成9年度には、ダム事業にご理解いただきました地権者の皆様と損失補

償基憎の締結をいただき、代替宅地や基地の造成などの生活再建に取り組ん

でまいりました．その結果、現在までに8割以上の地権者の皆様にご協力を

いただき、用地のご提供をいただいているところであります．

それらに加え、平成18年度からは、川棚川河川盤備計画や環境影響評価

などあらゆる機会を捉え意見交換や説明会などを実施し、地植者の皆様に対

しても説明を行い、ご意見もお伺いしお答えしてまいりました．

また、平成23年度にはダム検証における意見交換会や関係住民説明会及

び、パプリックコメントを実施いたしましたが、その中で、知事が平成22

年度に地権者の皆様から直接お聞きした治水と利水の代替案のご提案も含

め検討して、その検肘結果についてもお示ししております．その検肘結果も

踏まえ、平成24年6月には固のダム検証の有甑者会議で石木ダム事業は事

業継続に値するとの結簡をいただいております．

さらに、事業龍定申聞においては、事前脱明会を開催するとともに、事業

蕗定申揃図書の縦覧時にも多くのご意見をいただき、平成25年3月には2

日聞におよぶ事業認定公聴会を開催し、賛成反対の立場からのご意見をいた

だいております。

これらのご意見も踏まえたうえで、平成25年6月には固による社会資本

整備審聴会が開値され、同年9月6日に事業蕗定が告示されたことにより、

石木ダムの必要性・公益性が法律に基づいて蕗められたところであります。

このように、石木ダムの必要性については、これまでの織々な意見交換や

脱明会などにおいて、事業への反対のご意見もお聞きし、その都度、それぞ

れのご意見に対し県の考え方をお示ししてきたところであります．また、一

連の説明資料及び、事業認定申捕におきましても、主な反対意見の要旨と当

肢意見に対する事業蕗定庁の見解を示した資料も固から公表されていると

ころであります．

繰り返しになりますが、石木ダム事業については、既に申し上げましたと

おり、様々な意見交換や脱明会、更にはダム検証や事業蕗定の第三者機関に

よる審離などの手続きを経て、今日に至っているところであり、県として事

業の必要性は変わらないと蕗臨しております．

しかしながら、石木ダムに対する理解を得るために、これまでの公開質問

状に対する県の回答について、改めて既明を求めるとの要蹄でございますの

で、下記の日程で説明会を開催させていただきます．石木ダムは県として推

進している公共事業であり、説明内容が専門分野に及ぶものであることから、

事業を所管している土木部において現明させていただきます。

また、説明会の会場につきましては、こうぱる公民館をご提案されていま

すが、県としましては、地元川棚町のJA長崎県央川棚支店会醸室を準備す

る予定ですので、ご希望の日程及び会場をご連絡くださいますようお願いい



たします。

なお、前回の説明会では事前に県からの回答趣旨を説明させていただきた

いとお願いしておりましたが、県からの説明は残念ながら静語な状況ではで

きませんでした．そういった点についてご配慮くださいますようお願いいた

します．

記

第一希望 日時： 6月16日｛月｝ 1 9時から 1時間程度

第二希望 日時： 6月19日（木｝ 1 9時から 1時間程度

会場：両日ともに、こうばる公民館又は、 JA長崎県央川翻支店会暗室

（住所：川棚町下組郷385-1)

以上

空



川棚川の概要〈川棚川の流域〉
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川棚川の概要〈過去の洪水被害〉川棚川河川整備計画現状と課題

0川棚川淘川整備計画 （抜粋） ¥'{ll_ 

2.川棚川の現状と課題

( i ）治水の現状と課題

川棚川は、川信が狭いことなどから、過去幾度となく台風や大雨によって災

害に見舞われてきましだ。

主な災害としては、昭和23年9月、昭和31年8月、昭和42年7月及び

平成2年7月の水害が挙げられます。近年の平成 2年7月豪雨では、川棚町

および波佐見町全体で家屋全半壊 14戸、床よ ・床下浸水合わせて674戸の被

害が発生しています。

そこで、治水対策としては昭和 31年8月洪水を契機に、昭和33年より淘

川改修事業で沼口から波佐見町笛議問の築提や掘削等に蓄手するとともに、昭

和42年7月洪水を契機とレて、昭和43年から野jマ川ダム（治水ダム）の建

設に着手（昭和47年完成）してきまレた。

近年では、平成2年7月洪水を受け、波佐見町館橋上流区間について、 j司川

災害復旧事業により沼川改修を行いました。

しかしながら、これまでいろいろな治水苅策に取り組んできましたが、近年

の降雨状況や過去の被害実態に苅し、氾濫区威内の資産等を守るための十分な

治水対策が図られたとは言えす、今後、更に治水安全度の向上を図る必要があ

ります。

4 

過去の大きな川棚町の被害状況と被害写真

発生年月日
雨量（mm)

被害状況
a奇問 24碕問

昭和23年
82 9 384 2 

床上浸水800戸．床下浸＊1.200戸

9Fl 11日 合計2.000戸

昭和31年
94.5 279.5 

床上浸水251戸．原下沿水550戸

8Fl278 合計801戸

日目和42王手
117 4 222.8 

床よ浸水15戸．床下浸水113戸

7Fl9臼 合計128戸

平成2f芋
74 3 シ182 

床上浸水97戸．床下浸水287戸

7 Fl 2図 合計384戸

J聖水のti!僚で詩れるIll関川（H27. 2営立からliltJ)

内訳
‘1 



川棚川の概要〈過去の洪水被害〉 当時（平成2年7月）の水害状況時と現在の比叡（江Jll婿付近）

Hl洪水時 川棚川江川橋上流右岸 現在普段の状況

平成2年7月2日織影

H2洪水時
川棚川江川橋上流左岸 現在普段の状況

平成2年7月281!陸軍三 只



川棚川の概要〈過去の洪水被害〉当時（平時7月）の

H2洪水時 川棚川江川橋下流右岸 現在普段の状況

骨

平成2年7月2日撮影

H2洪水時
川棚川中組地区右岸（野口川合流点）

現在普段の状況

平成2隼7月28t錆彫 6 



川棚川の概要〈河川管理者の責務〉

・溜川管理者
。淘川は、）QJ川法によって沼川整備基本方針及び・沼川整備計画を定め、洪水等に
よる災害防止、流水の正常な機能を維持し、 「公共の安全を保持し、かつ公共の
福祉を増進するJことが義務付けられています。

j司J11）去
第一章 総則 （目的〉
第一条 この法律は、 河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、 淘川が適正に利

用され、 流水の正常な機能力T維持され、及び淘川環境の整備と保全がされるようにこれを総
合的に管理することにより、 国土の保全と開発に寄与し、ちって公共の安全を保持し、 かつ、
公共の福祉を増進することを目的と笠益。

第二節酒川工事等
第十六条 〈淘川整備基本方針〉

j司川管理者は、その管理する沼川について、 計画高水流量その他当該沼川の沼川工事及び
淘川の維持についての基本となるべき方針に関する事項を定めておかアau担£よ主亘互い。

2 ；司川整備基本方針は、 水害発生の状況、水資源の利用の現況及び開発並びに沼川環境の状
況を考慮し、 （中略〉、その水系に係る苅川の総合的管理が確保できるように霊位長担Aロ
色区立主立U。

第十六条の二 〈沼川整備計画〉
沼川管理者は、淘川整備基本方針に沿って計画的に沼川の整備を実施すべき区間について、

当該沼川の整備に関する計画を室bエヨ三立窓口担ιぱな：＿SなU。
7 



川棚川の概要〈治水安全度〉 川棚川河川整備計画

OJll棚川濁川整備計画〈抜粋〉

4.計画対象期間

本計画の苅象とする期間は、概ね30年間とします。

5. ；司川整備計画の目標に閲する事項

( 1 ）浜水による災苔の発生の防止又は軽減に関する事項

川棚川は、想定氾濫区鼠内における人口・資産の状況、県内バランス及び昭

和23年9月や昭和31年8月、昭和42年7月等の水害を考慮レ、川棚川水

系河川整備基本方針において概ね 1αコ年に 1回発生する規模の降雨による流

塁の安全な流下を図ることとしていますa 望備計画では、優先的に百本川合流

点下j況を慨ね 100年に 1回発生する規模の降雨による流望の安全な流下を図

るとともに、石本川合流点上流については、関ね 30年に 1回発生する降雨に

よる流量の安全な流下を図りますe

計画規撲を超える洪水等における被害を軽減するため、i也I重住民や関係機関

との連慌の強化、 j司川情報の共有化の｝芭涯に努めるとともに減災型まちづくり

を支践しますe

さらに、災害に強いi也i霊コくりの7三め、工i也利用計画との調整を行うなと、

流用と一体となった取り組みを催避します。
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川棚川の概要〈基本高水流量・計画高水流量） Jll棚川河川整備計画

0川棚川沼川整備計画〈抜粋〉

6；沼川整備の実施に関する事項

( 1 ）濁川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該淘川工事の施行により

設置される濁川管理施設の機能の概要

1 ）濁川工事の目的、種類及び施行の場所に関する事項

川棚川水系沼川整備基本方針に位置づけられている洪水調節施設及び淘川

の整備のうち、既設の野々川ダムに加えて、支川石木川に石木ダムを建設し、

計画規模の降雨により発生する流霊を基準地点出這福 （沼口から約 2.1km) 

において 1.400m3乍から 1,130m3/sに調節します。さらに、川棚橋から

館橋までの閤について部分的な沼運の整備を行い、山道橋において計画高水流

量 1.130m3/sの安全な流下を図ります。

支川石木川についてち、JII棚川合流点から石木ダムまでの淘道整備を行い、

川棚川合流点において計画高水流量 130m3;sの安全な流下を図ります。

各地点の計画高水流量配分は、図6-1に示すとおりとします。

OJI！棚川濁川整備基本方針 （抜粋〉

館総

2.淘川の整備の基本となるへき事I頁

( 1)基本高水盟ひにそのj司道及ひ洪水調節施路への配分に関する事I買

基本高水のヒーク；庇~／;t、 基準地点山遇措（淘口より 2 . 1 k m地点）において

1. 400m" sと設定レます。このうち流限内の洪水調節施設により270mヨs

を調節することにより、沼通への配分流思を基準地点lこおいて1. 130m"sと

レます，

大

村
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I. 130 

凡伊j

• : i基準地点
単位 ：m1!s

図6-1 川棚川計画高水流量配分図

基本高水のヒーク流盟苓一覧表 （単位： m1s) 

基本高水の 洪水調節施設によ 沼通への
：田川名 基準地点

ヒーク流星 る調節流密 配分流毘
.. t - [ 

JI I棚川 山道1悪 1. 400 270 1. 1 30 
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川棚川の概要〈基本高水流量・計画高水流量〉

0基本高水流量設定フロー

－想定される徳富の実態、既往の積災実績等 i
を翻案して決定 I 

計画現段 1/100 

－過去の降雨データから確率

計算で求める

24時間雨量 400mm  

－過去の雨の降り方のうち、一定親模以上の

降り方をj白出する

代表となる9ハターンを地出

0基本高水流量、計画高水流量の決定

－貯留関恕j去により、各降雨ハターン

の流量を算定する

山道借地点で宙抄1.4001111 

0計画高水流量配分図

計画高水流量配分図 'ti凶 ・山・s

・Ill.JI
大
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川棚川の概要〈洪水調節施設〉 川棚川河川整備計画

OJll棚川淘川整備計画（抜粋）

②洪水調節施設

洪水調節、流水の正常な機能の維持、水道用水の確保を目的とレて支川石

木川に石木ダムを建設します。

また、建設にあたっては、法面工事等に伴う山林の伐採範囲を極力縮小す

るなど、周辺の自然環境への影響が少なくなるよう努めるとともに、下流に

おける農業用水の取水や水道用水の取水等に配慮します。

ダムの諸元及びダム位置については概ね表6-2、表6-3及び図 6-3の

とおりです。

表6-2 多目的ダムに係る主要な淘川工事の種類、施行の揚所、

設置される淘川管理施設の機能等

工事の
施行の掲所

額置され
機能の概要

種類 る施設

左岸長崎県東彼杵郡
洪水流量の倍減

多目的 川棚町岩屋郷字野稲原
石木ダム 正常流量の維持・確保

ダ ム 右岸長崎県東彼杵郡
水道用水の確保

川棚町岩屋郷字川原平
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石木ダムの事業概要（目 的〉

ダム地点において基本高水流量280nf/sのうち220mSをダムで調節して、
を｛~減させ、洪水被害の軽減を図ります。

叩~－...喝’F司区 『町，.~.. 

L②流水の正常な機能を維持します
渇水時においても水の流れを安定させ、 既得水道用水 〈川棚町水道用水、佐世保市水道用水等）
既得農業用水を確保するととちに、水生生物の生息 ・生育環境や淘川の景観を保全します。

I!' 凶・陵町・－－ - • ~ ,., ＿骨rー 『酔・・d ,.. ~ · 伺・・・・・：A' ，．明
③水道用水を供給します

佐世保市の新たな水源として日歪4万m＇の水道用水を供給します。

1 2 

2f.胸 HI 111繍11L*Hin*111

11'1 I 良~~！！！ill!符Bi!Jll繍llUSJ•，~郷I也sit

武 l mm.i:コンクリートタム

5.480.000m• 

5. I 80.000m3 

554m 

234.0rn 

)l 湾問 ｜ 285!0円



石木ダムの事業概要（付替道路工事）

0石木タムの（寸替道路計画

県道1路線、町道4路線、農道1路線の合計6路線、約7km

路 線

1 －~県道嬉野川糊線

県道合計

F 町道川原木埠線

3町選岩屋2号線

町道岩屋1号線

5町道中ノ川内線

町道合計

6農道タル谷線

震道合計

道話合計

－ 

． ． 

延 長

3, 1 60m 

3. 1 60m 

1. 700m 

840m 

770m 

330m 

3, 640m 

137m 

137m 

6. 937ml 

既股県道

~al 員

9. 25m 

4. OOm 
計画平面概略図

7. OOm 

4. OOm 

4. OOm 

一 I ＜%溜T道川原木場
I 

3. 50m 

． 
一 石木ダム

1 ~ 

． 

町道下木場線

④町道宿屋1号線



石木ダムの事業概要（事業の進捗・容量配分〉

0事業の進捗状況

総事業費 ：285億円

負担額：治水約1851意円
利水約100億円

みの事業費

8億円

平成25年度までに

約52%の事業費

を施行しています

0用地の進捗状況
全体 67戸

54戸 （川 ） f 13戸 U
全体121 世帯

105世帯（86.8%) 副 116世帯U
（※相続人等を除く世帝鍛〉

長さ ：234m

高さ ：
55.4m 
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治水代替案の検討

河策案 1.ダム案
3.遊水地案 3.遊水i也案

4.放水路案 5用 道掘削案 6.引提案 7堤 防嵩上げ案 復合案
その1 その2

~·＝司、

（川棚JII) (Jll棚J11) （川棚川） （川棚JII) 

ー・、
四／ 一〆

』
,,,., 

』ー’‘噂岡島・・’ ．． 】 ． 
I~坦占可箇 i l.in .:.-:.i.tt1m.心ゾ I 』馬込町寺島.~ J 川島出 管 ，』圃ー｜

概要
（石木川） ｜（石木川） ｜（石木川） （石木川）

・噌．－・ ．．． 

I ｜ー＼ 一・二三主主． 
－． 

r- ＼． 一．三::::z:;;.
ー.....

引i是、築i是
堤防嵩上

沼遵掘削
沼運掘削 沼運掘削 導j荒堤

川棚川 沼運掘削 沼運掘削 j司道掘削 j司道掘削 導流堤 橋梁架琶5
排水機場4

提防嵩上
橋梁架琶5

題担築2 題担築1
家屋移転31P

排水槌掲1

霊
家屋移転45P 橋梁架醤オ

備
引堤、河遵掘削 沼運娼削

ヨl堤、築提 堤防嵩上 引握、築庭
内 沼運j屈削 排水機場1 j弓道j屈削
g 石木川 護岸等

橋梁架蓄5
護岸等 護岸等

橋梁架替5
橋梁架琶5 橋梁架替5 橋梁架雷5

堰改築8 堰改築8
堰改築8 題改築8 題改築8

家屋移転5p 家屋移転2P
家屋移転5p 家屋移転10P 家屋移転5戸

施設
ダム 遊水地 i采石掲遊水池 放水路

一
事業費 71億円 138億円 182｛.詰円 166億円 161億円 158！.意円 159億円 1371~円

維持管理
費

コ
(50ff-間 ｜ 8億円 9.2億円 181億円 7.3億円 7億円 9儲円 26億円 7億円
の維持管

ス 理費＋施設
ト 更新資〉

ダム中止

に伴って
0億円 59億円 59協円 59億円 59億円 59億円 59億円 59億円

発生する
費用

概算総費用 791.m円 206億円 422t；円 232~章円 227億円 226億円 244億円 203億円

1 5 



治水代替案の検討（位置図）

貯留容量：V＝約羽方hl,.3
施設面積：A＝約19ha、
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く近年の降雨・災害〉

O平成25年！こ、気象庁の雨量観測所のうち全国
で並並道府県、133地車の観測所で1時間雨量
の観測史上1位を記録。

07月22日からの大雨等

7月28日を中心に山口県、島根県で記録的な
大雨となり、浸水被害が発生。一連の雨により
全国でをE査2盆i丘方不明者2名、 床上・床下
浸水は3.200穂にのぼるなどの被害が生じた。

08月9日からの大雨

8月9目、岩手県と秋田県を中心に記録的な大
雨となり、河川の増水や土砂災害が発生。この
大雨により、互主皇盆_e2lき企ふj主窒控室全農!ID
被婁が生じた。

09月15日からの台風情号

台風18号により、四国から北海道までの広い

範囲で大雨となり、近畿、東海地方を中心に、
最大1時圏直量で13地車、 最大2日降水ー量三~
2忠良が統計開始以来の観測史上1位を更新し
た。台風により、 全国で死者4名、行方不明者4

: 盗、床上・床下浸水は計8.800樫にのぼるなど

の被害が生じたo

l O近年は1時間にSOmmを超える隼皇豪雨の回数

： 逆境担傾向にある。

~~1.'.~－~－ζ{t_}}5jf_] ． 中成251併に眼』明史上’位のt側IVliHH2l＞した傾.)ftlf

133盤息 39艶道直昆
e
e
e
 

・平ft25ii'BFl27Bからの大雨

GJHIB !Iカ0・ら．此寓晶で11.’Eltった
ltlkに；置しい商品e”‘J.幻自から措臼柄吋

l方まてに．孟且・』lUMl.l二Cib1”’組珊E
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障が発生L’:t).JR干a”ではllUJ1'がa
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く平成25年度

【現在取水制限を行っている1級水系】

。国土変通省

。関東地方諮儲@1

0四国地方華客備属

。中部地方鞍備局

温水対策本部設置 7/23～ 

渇水対策木部設置 7123～
湯水対策本部設置 8/2～ 

渇水対策本部設置 8/20～

U埼玉県 潟水対援本都設置 5/10～

口群馬県潟水対質本部設置 7/23～

口平葉県潟水対貸本部設置 7/ZJ.ニ
ロ徳島県 渇水対簸本部設置 8/・7～ 

口香川県 渇水対策本部設置 8/19～

の蜜京都水道局等 潜水対繁本郁設置

急線部の湯水対策本部等設置状況

鹿児島県島鴎部（7/3～）、沖縄県久米島町 (8/9～）、
~本県丈草市 C0/20・ ・ ）

吉野川水系吉野Jll・ ..四園地盤

貯水$：早明浦ダム26.9~も

仁淀川水系仁淀川・・・問団地盤

貯水車：大渡ダム GO.5% 

那賀川水系那賀川…四国地整

貯水寧：長安ロダム 12.8%

し 寸f1I脳 J11**=ffu川 兵 j根県

｜貯水F：みく まりダム 51. 0% 

島削部（熊本t~i 、 鹿児品娘、沖縄県） ※BF!幻自01時期復

【8月22日時点】

，－ 

f!J掛川水系緩皐恕JI卜・－関東地盤

貯水準 ：；草木ダム 76.4% 

争j越川水系手1J娘Jll.江戸Jll・・・関東地盤

貯水皐：事j綾川上流8ダム45.1%

荒川水系吉田}I卜・・埼玉県

大井川水系大井JIト・－中部地霊

貯水率 ：：長島ダム.89. 0% 

豊川水系些JI!···φ部地~

貯水準 ：宇連ダム 9.0%、大島ダム 77.4% 

※8月21臼0持現在

宮川水系岱JI卜ぃ中部地盤

貯水$：宮川ダム36.0%

※8月2189日午現在



【意見書及び公聴会における主な反対意見の要旨と当骸意見に対する事業毘定庁の見解とを併寵した意見対照表】

0窓見書の総敬・・・・・190逼｛貸成42、反対147、不明1)

0公聴会における公述人の公述・・・・・公述人20組｛起象者L貸成a.反対，, ）‘公述時間：鈎10時間

項目

I.請求

小項目 I I 意見の要旨

口｝過去の洪 I1 I事案昆定申踊寄等では洪水徳書を鼠聾しており．寄木タム必要l

水被害E I lの跨尋している．
・JI幅町全体の鍍曹を包厳し・目、る．
・平成2年以前の洪水Iま有木川合..よりよ震の川細川で発生してお
り、右木Jllにダムを作つでも防げない．
• Jll観川のJll幅も現在の半分湿度しかなかった．
－ダム倹Eでの波佐見町の彼書状況が不明となっている．

二級河川川観Ill水系石木ダム強盤工事並ぴに県道、町遭及び鹿象周道路付笹エ$

毘定庁の見解

の訣況は、起象者が涜峨の』II翻町及び滋佐見町に磁思し、皿屋を包・2じ目、
る．
昭和n年洪水は、Jll鋼史置によると、町全体の篠奮として『床上脚戸、底下1.200戸、死者
11名、4語録tlll34編、宿・栄町・平島・よ組が特に儀容を畏け、J耐震と山道栂を除〈樹祭は‘
全て鹿失l,f:Jとされている．
昭和31年洪水は、街聞ra•によると、町全体の鎗奮として『床上25，戸、床下回O戸』とあ

り、右木川合諸点下車の本Jllの彼書について、農水敏容を孤軍することができる．
昭和42年洪水では、広織かわたなによると、町全体の畿奮として『床上15戸、床下113戸』と

あり、合涜a付近の混水鏡容を..することができる．
なお‘昭和w手当時の川掴川の川帽については、.存する資事事で磁思した結果、現在の

半分程度まで畿〈はなかった．
起象者が滋住見町の敏書状況を磁毘したとこる、lit・佳見町役織には平成2年の鍵書以外

の包録は怒っていないことをuしている．

21平成2年の水警の主な原因IまJ”楓Jllの商偉から水があふれて中心 l起集者I宏、平取1事面求書一語高木語審毒事る正瓦1iI面JiI本JiI語家訴事前毒菌末する
留を含め、洪水徳書が発生したとの臨明は喧である。野口川の水が据 l外水被曹により洪水徳容を起こしたことを磁毘している．
入できな〈なり溢れてしまった『肉水被害』であり、栄町、中組錦、宿及びlダムI弘洪水をー時的に溜めこみ、下寵内需す水の量を低減させ、河川の水位を低下させ
Ill観駅周辺などの水容は、本誌の麗俸に聞いている銭水調障の出口からlることから．肉水泡遣の防止にもー定の劾果は期待される．
本遺の水封建.し道路側溝から市街に溢れ出たものでおる．

3 I平成2年面下語扇での司 主因． 野石川ダム織作編岡I語る11::－－－：~五®＊位1J(89.2r暗車玩よさ吾己矛ーチャージ木誌を超え
ると予怨されるとき．ゲート｛非常用洪水位｝により敏涜することとなっている．起集者による
と、平成2•1月の洪水時．ダムに鹿入するピーク涜量は午前S時頃と午前S時慣の35nl／秒
【常用洪水吐からの放定量l玄5-7nl）.最高水位let午前日時帽の回.Olmと鰻刻されており．
If・ートの撮作は行っておらず‘洪水悶節を鍵鍵中で器量は低減していた．

刷掴Jll05：語末討議主じてl主JU細川水添河川整備基本方吾国軍両面而末嘉詞IJil
函において、年飽過磁$111回線慣の降雨を対象に．既存の野々 川ダムと石木ダムにより
汲水を間節することとしている．本件..の完成により、川鋼町の中心市街地を洪水から防
御し、沿川地級住民の生命や財塵及び祉会質本の保全に寄与するこ凶包められる．

可。



項目 小項目 怠見の要旨 毘定庁の見解

I.治水 l信房副E扇面 ITT肩末ダムが完成すれば＊書は鐙生しないと断冨しているが、そういう 1 Ill翻川の治水対震としては、』II細川水嘉河ii聾薗基本方鷲及び川細川水系河川霊備計
効果 I ！ことは絶対になL、．ダムが踊たに水容を生むという事実を館本の荒調ダ｜固において、年超過積率1/100蝿棋の降南を対象に、既存の野々 川ダムと石木ダムにより

3 

ム他会固で実匝済みでおる． l洪水を聞節することとしている．本件事象の完成により、川橿町の中心市街地を洪水から防

い．

御し、沿川地線住民の生命や財産及t般会資本の保全に寄与するこ劫憎められる．
、目なお、荒編ダム事.は本件~震とは到の事案であり、本件司，..定において考慮すべき
..項ではないと考えられる．

41石木川の泊水のピークが』IHI”lより1時間ほど早〈、Jll樋川のピーク lピーク時聞のずれについて、起象者は、過去の主要洪水時について抱留しており、雨の降

5 

時には右＊Illの槽水分は既に火付湾に底下しているため、石木ダムはlり方｛＝山波形等｝により異なるものでおる．中小河Ill計画の手引きに従い、石木川が川翻
Ill細川下揖織の洪水田節には効果が少ない． 11111こ合寵するまでの時聞を宥虚した貯留聞散モデルにより車量を算出し、右木ダムの洪水

回節効果を..している．
なお、起象者I玄、今回の針薗の銀鍵となった昭和42年の泊水ピークについて、鈎8分のず

れがあることを磁置している．

ムに

21川掴川の治水安全廃はよ麗械が1/初であるのに、下涜械をν1叩と l起集者I弘 Ill掴川水系河Jll聾備計画厄事U可J計画担畿を想定氾濫雇事両の人ロ・
する狸自がない..Ill掴川寵緩の人口はよ寵織の方fJtr麗械よりもE倒l等がより大きい下涜続を1/100、より小さいよ揖峨は1/30とする計画としており、行政区緩内
的に多いからである． ！の人口で判断しているものではない．

なお、本川又lit支Illの同ー河川のよ下溝峨で奥なる聾儲目標を掲げている河111•信計画
としては、大淀川水系｛鹿児島県曽於郡家吉町中岳Iご鎗し、宮崎平野を貫.し・宮崎県宮崎
市において日向滋に注〈？ー銀河m＞•がある．

3 1岡相羽年の降聞は実績降雨がないとしているが、これは喧であり、nn 稲副奪取前の涜緩平絢雨量については、施域内及び周辺に時間爾量が藍画書瓦て古吾
細川施織では大正の初めから60年以止にわたって気象偲測が行なわ lず、縞足な商量データが得られないため、起集者Iま、建鼠省河川砂防掠術進皐に基づき、昭
れている．－ l和例年以降の佐世保観測所爾量と施峨平均雨量の相閥解析を行って求めた聞係式を周い
また、佐世保商量からの川楓の雨量推定に統計学的にかつ気象学的lて涜繊平均雨量を推算している．

に縫定できる理由はない．
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項目 小項目

I. 

2意見の要旨 毘定庁の見解

41 ー般厄蒲Jffijj涜量の量~健を求めるにあたり、合思式で行われ、涜 l 』II掴川本来での河川計画では、貯留聞叡法により涜置を算出じており‘
出係敏が宣われほ、車量も泊需するので、土地の紋包が葺われlま当鎮l震で使用する土地利用形態毎に固定化されがJ寵幽侮散は周いられていない．
涜量が変わる佐賀のものである．針国洪水涜量が題。トンで38年前と震l貯留岡敬法では、降雨があった場合の貯留と君主出を聞係づけるために、完嶋肉の土地利
わっていないが、当時と比べると、現在I玄、緑のダムが復活し、以前と l周や涜織斜面勾Eの関係から祭政式により定めた定敏を畠本として、実障の観測データと
麗出係敏が葺化しており、ダム地点の洪水涜量は多〈見積もっても毎秒lの聾合憶を確毘したうえで諸域毎の定散を決定している．
約2個トン程度であり、ダムの治水効果はほとんど制・＇・ l 貯留聞敏法は..扱の土地利用核混で針国銀•.0>降爾を忽定して涜量を決定しており、

起象者Iま‘工事実勉畠本針国簸定時及びダム後E跨において土地利用紙況を篭居してお
り、その結果としてモデルに髭響を与える土地利用の箆化は緩いことを..している．

瓦遍扇で両議氷関節Iま220nf／桝面i=.-Jif調Jllとの合涜点での挑l起集者に砲毘すると、洪水闘節について、起集者が作成しているパンフレットでは、右本
水踊節効果が・23orrfメ秒と繕えるのは、効果が滅表するはずなのにおか｜ム地点でt担回rrf'1!’に対し22orrf'1!久川翻Jll水系河ma備計画検耐震員会の資制でI弘
しい． IJll棚 II合捷地点では360m/8に対し23orrf18'となっており、右木舗とダム地点と比粧すると

効果量が下涜で噂えたかのような袋現となっているが、起集者によれば、鏑敏処理を行わな
い計算でI弘ダム勉点で担o-52.回 21.1n11秒、宥木織地点35日・127.7司21.1rrf1砂と側、
効畢はほとんど変わらないとLている．

21石木タム針薗の挑＊副重巨うE可は、次のように盟関されている．量l起集者Iii:,Jll翻川水系河川聾備計面積討餐員会、その後の穆寂寵定における窃翻鹿明
も量要な間聾麗量が遭うのはなぜか． ｜会においても寄木ダムの洪水間節については、ダム地点の革本高水涜量は捌mmであ

3 

①当初針酉 計画洪水車齢闘のうち21健闘聾、70を敏涜 ｜り、ダムにより220rr1mの踊節後、回目f/8歓寵すると臨明している．
＠畏員会 計画鉄水魔量泊。のうち2却を聞聾却を歓涜 lしかし、合計11圏実鎗された益信針固倹肘餐員会の肉、篇5園祭員会の治水代僧家の繍
＠事案鶴明会 計画洪水涜量泊。のうち2却を園聾闘を.. ｜足鶴明のなかで、本来切りよげで回rrf'1!’と臨場するべきとこるを聞節倹の娼像処理前の値

特にJll綱”は系河川聾舗針llH鮒餐員会での聞盤寵量と事象臨周会lが『位3m/8』であることから、田mmと表示したこと治情明した．
及び－鶴明会田盤涜量が1om/s少な〈わている．この敏字おと山！なお‘他の鍵員会では、ダム地点の釜本高水混血aorrf.織を220rrf.織の洪水田節を行うと
遇措｛基調ls＞の基本a水1,400トンA’から、計園高木涜量1,1却トンl Ill明を行っている．よって‘針画境量の不足は毘められないこととなる．
秒を差し引いた掴聾涜量270トン／秒より10トン砂不足し治水効果Iまな
いのではないか．

河口憶については、河川としての改修計画はないが記遷書官車
川棚港自鰭鍵書防止工事として測量等の踊査を実施している．
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項目 小項目

n.利

(3 予詞

意見の要旨 毘定庁の見解

けば、佐世俣市の水穆慨は必ずしも、切迫して l 起集者泊唱＊タム穆象1＝•画した昭和田年以降、給水制限に還ったの抱何回あり、扇有国
年度．平成時鹿から平即年度Iま時間断水、平成17年度、平成19年度低減E給水を実施L
ている．また、これ以外に給水制盟を袋路する前に降雨のため回避できたのが昭和田年鹿、
昭和田年度、昭和同年鹿、昭和例年度及び平成完年度の5園、渇水対2底本留の陸置、節水
広級などの警戒体舗に穆行したのが9固と、樹:a2年間固は渇水の危卸鳴っている．平成
t’年度には’即日聞の滋E給水制限の実箆となり、断水の実鎗まで決定し、断水の実鎗.
肉を量時間続込で全世•t=E布を行ったが、E布直後にまとまった跨爾があり、直前で断水を
回避した緩緒もある．本件事S震の完成により、佐世il:i債の水道周水としての供給飽カ不足
の解泊に担え．将来の水僑要に対応するt~め、ダムにより40,000nf/目の続規水覇の聞’遣
を行なL'..これに要する貯水容量の2.490,ooom／目を種保し、安定的な水道用水の供給に
寄与することが毘められる．

21平成S年の異常渇水を倒に拳げ石木タムの必要性を述べているが、 l有木タムの利水は10年t＝・ー度の渇水を想定したダムとなっているが、平成S年から7年にか
佐世保市水道局も平成S年の..でI広石木ダムがあったとしても制限 lけての渇水I~鮒胡5年！こー鹿担度の渇水であった．
給水I娩れなかったと毘めている． l平成6年の大渇水時に有木ダム桝躍していた場合のシミュレ－：..:iンを起象者が行ったと

ころ、貯水量の減少割合が緩やかになり、平成6年の給水制隈開始時の貯水車59.296には
割遣するものの、到達時期を115目間遅らせることができたという結果が幽ている．

11 －日10,000トンと冨われている漏司直蚕あて半分にするとかどうにか l起Z聞は、従前から湯水対篠に取り組んでおり；面扇面事Z崎老桁管の豆
する努カをすれば足りるI封’．福岡や長崎は有効率をよげ努力して改 l的に行っており、従来からの音聴織による夜間湯水割査と併せて、近年でI玄海水圧地区へ
普しているが、佐世保は努力が足りないのではないか． lの滅E対策や夜間AIJ＼涜量調E掴とピット陸置による濁水調査の効皐化などを遭め、当初、1

5・.OOOm／目以」zあった濁水を、平成23.鹿では6~伺snr1固にまで減少させている．今後もII
水対緩等継続することとしているが、近年に合併した北留地区への対簸強化や既存錨段の
老朽化対績の必要佳等も踏まえ、平成38年度の有効率の目援を92.51としている．漏水対策
は長期鍵観的に実鎗することで、錐待・肉ょが園られるものであるが、水車種俣の代曾寮と
なる怯賓のものでもなふ仮に濁水を全て無くしたとしても、佐世保T慣が必要とする水量には
及ばないとしている．

起集者l広平成19•. 鹿に再僻舗を突指し、また、平成24年度にも再野置を実錯して長吾
机これらの再醇置では水道路Ult指針に基づいてー日量大給水量を算定してL喝．平
脚 4年度の再醇価では、まず、ー目平勾使用水量を生活用水、集積曽象用水、エ棚氷の
各用途別の実績等をもとに推Itじ乱、るが、その中で‘，←スとなる有腹水量については、

EわずかにJtt11目する程度で櫨穆するものと予測し、これに現時点で具体的になっている象5虫歯
一部位顧顧註猷倒膏野離脱唱観され官たがよ｜象用水、湖周柳欄細分を加えて時．さらに、棚車負荷車については、雌保

この問、水師量の姉御願予測を上回ることはー度儲かった．｜抑制的な特性純綿しつつぷの安定供給の献の観点的適切峨齢糊して
窃F予想問ったのか、その反省札に軌跡予想繍績が待卜目猷給水量を算定しており．樋脇断指針崎乱、て続印刷開園闘いと

lffえられる．
31会国的なー鍛簡として、水道周水需要が減少に転じているのは明ら

かなのに‘佐世保市だけ新規の水道用水需要の伸びがあるのは不自
銭．
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項目 小項目 宜見の要旨 毘定庁の見解

u：－利永 1(3）窃要予潤 141行語爾来書要予語面裏積正樹もた過大予測であることが少な〈ない、 l起集者I志、平岡扇面記事扉面吾妻語いま伝平廊4年度にも再醇面を実錯してL¥l>
佐世保市水道の街予謝のようになり構わず、将来の水需要を廊らます｜が、これらの再醇恒では水道路盤盤針指針に畠づいてー日最大給水量を算定している．平
ためには何でもするような印象を与える予測は舗に倒が都、．余裕を見l臨時度の梶野価では、まず、一日平均使用水量を生活用水．象お宮家用水、エ場用水の

獄関税蒜諮問事~Jr~鰍認税制I~手ま部若手話起都立濡衣おお議g限言論宮
さい敏宰になる． l案用水、工場用水の額規針冒分を加えている．さらに．有収寧、負街寧については、佐世保
予刻の条件として、 l市の地続的な特性等を考慮しつつ、水の安定供給の.保の観aから適切な敏値を録用して
・給水人口・・・市の続予測値と目立人口窃の予測とを使用 lー目量大給水量を算定しており、水道語録霞計指針に畠づいて算定しており岡田はないと
ー人当たり生活用水・・・余裕を見て量遁5年聞の平均を使用 ｜脅えられる．
集積営.用水・・・余裕を見てリーマンショック前2005-2007年度の平IS見の予測は、生活用水、象密宮象周水、工場周水臥それぞれト5年という期聞の実

均を使用 IM平勾のみで予刻し、利用量E匹、負荷.$等は、直涯のみの実績を使用する等して独自に推
ヱ泊用水 ・．． ，， l計したものと毘められる．水の安定的な供給の磁保の担点に閥らせIt.このような予却のみ
有効.$ …市の衛予刻値の却12-2013年度の蕗ち込みをな〈して 陪もって、市の需要予測を過大と結箇づけることtまできないものと脅える．

市予測値を修正使用
負荷車・”市の前予測のルールを録用
利用量事・・・実績健を使用

~平房副尊重面再醇面において、給水人口についてはよ平蔵22年車両国
結果をもとにしがJーホート定化事法｛箆a次佐世保市総合計画の推計手法｝を周いて人口の
将来値を推計したよで算出しており、今後も減少傾向を鎗Iするものと予測している．ー方、生

8 1 市の翫予混で1:1:一回最夫給水量は却13年度から・吾氏轟楢扇~活用原.位については、渇水による強い膨容を受けた年度を除けば．その他の年度は回復
途を辿り、右木ダム完成予定年度に合せるよう1::4年聞で鈎27"も噌加 l傾向にあるとしていることから、水道施mm計指針におづいて相聞の取れた時系列傾向にょ
している．あまりにも右木ダム計画ありきの不自然な予測 lり予測を行っている．その結果、給水人口lま減少するものの、生活用原単位の回復に伴い

l生活用水量はほぼ横ぱいの予潤をしており、このようなー遣の縫針は岡固ないものと考えら
71水周庖｛における人口｝は田町100年のスパンで宥えるべきなのに、日lれる．
本の人口は、今世紀末縄問万人になるだろうと予測されている．佐世保｜なお、起象者は、平成19年度の再蹄価では、世俗人員敏と生活用原単位の相聞式を作成
の人口だけ減らないのか理解でき都、 ｜して要因分訴により予測を行っていたが、その後の渇水等による膨容により世帯野人員敏と生

l活用原Jll位の紹闘が得られなくなったため、平成24年度の再卸値でl:U飽のような時系列
8 l佐世保の人口は文掴に減少することは明らか、また節水銀容の普及 l分訴による予潤方法を標周したものである．

で氷需給は減少することが明らか． ｜また、節水銀暑の普及に闘しては、平成19年度の再野備においては、要因分続で節水銀
岳の膨響を考慮しており、続、平成Z縛底の再卸値においては、実績を畠に時系列分4随
行い、需要予測に宥虚し司、る．

’ l昂！立f：，涜蕊？予定説蹴烹錨智恵ぽlぷ~~宮廷：讃ミ？謡忍惣鵠~t::o•舗の過去の繍掛川過
向上、節水器具の普及により、針薗より水道使用量の細にならない．し
たがって、宥木ダムを必要とする湿ではない．

101水道局は篠窓族化により水はさらに必要となると冨っているがよ裏ほ
櫨実に一日当たりの水の使用量肱語っている．平成却年度の生活用水
原単位l剖則自1921}7~)1,と推測され、佐世保市の推計値担11J7~J1,Iま余り
にも過大である．
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項目 小項目 意見の要旨 包定庁の見解

n.利水 1(3）得票予測 1111統合する小佐々 地区と鹿町地区につき、水需要は佐世保地区に算入l起象者によると、水需要については、旧小佐々 町は平成18年3月、旧鹿町町Iま平成n年3
するが、水震は算入しないという不合理な想定をしており、水器要を膨 l周に合併したため、水道法箪B条に原則として同ー市町村は同ーの企象体とするように定め
らます口実として統合の話を使っているのではないか． lられていることから、起集者は水道穆業経営｛又は変更｝毘可申••ta般事項変更届を厚生

労働省へ行っており、水書聖に算入したことは適切な手続と思われる．なお、水認について
は、1日小佐々 町、！日鹿町町の既存の水源が小規律で不安定なものであり、費用・効率等を
考慮すると既存の水覇を算入する己とは合理的でないとしている．

121簡易「水道の統合を行なうと冨っているが、受益者は水道車専念がよが l起案者によると、民営簡易水道等の佐世保市肉に存在する他の水道事象者から、来賓の
るので底対だと宮っている．給水人口予測を多〈し水需要予測を鉱夫すl水量や水覇の水質の開園及ぴ鐘置の維持管理の問題、施霞を維持管理する後継者不足等
る目的で針画さ仇ているのでないか。 ー lから、水道事業への統合を求める要望が幽されており、厳当する簡易赤道事業者に対して
また、専用水道水語、テクノパ戸タの地下水からの転犠は特別の松混l調査を行ったところ、地下水の枯渇の可能性や健持管理について不安があり、将来的に統

がない隈仇高額の水道純金を負担してまで水道水への転換を困ることl合する窓思がある旨の怠向が示されたことから、簡易水道を統合するものとして予測を行つ
はない。 lたものである．また、専用水遭$象者に対して個別に窓向田査を行っており、将来的に水道

司廃案に切り償える窓思があることの怠向が示されたことから、水道水に転復するものとして予
測を行ったものであり、いずれも問題ないものと考えられる．

131 -B咽1,000厄事事裏だとされてい6示直；

15 

とされてきた020,000トンを減らす聾因Iま発生していなL、．担保をでっち
上げている．

I玄、平成19年度の再際価では、世帯人員敏と生活用原恩位の舗面式を作成じて要
因分析により予測を行っていたが、その後の渇水等による彫，fl：：より生活用原単位の予測
値と実績との寧躍が生じ、世帯人員数と生活用原単位の相聞が得られなくなったため、平成
24年度の再S宇宙では時系列方式による予測方法を採用したものである．
起集者Iま、このことについては、公表質事ヰや揖会答弁等で臨朋をしている．

福ド百-i=-1佐世保市総合計画の観光客数lま、文型テーマパークをはじめとする市内の主要な観光施
霞の管湿者がE量定した目標値を畠にE量定されている．起集者は、IU書官.用水｛小町の水
需要予測に当たっては、過去の観先容赦の実績を遂に時系列式により倹匝したよで、総合
計画の数債を録用している．また、企象鶴致方針による工場用水の続編需要予測は、現時
点で具体的な水量が示されているものを見込んでいる．
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項目 小項目

D.詞

.見の要旨 毘定庁の見解

201佐世保市冠二盃面盃轟蔀示吾轟車両15書記事吾r=詩語で吾高記圃「I面画盃調ft:孟轟轟轟画事3院における水の使用罪書館l玄、起象者による窓向聞査により．エ
大健を想定し：負荷車で劉り毘たうえでー目最大給水量を算定するとして砲の当初の船体洗滑降にのみ大量の水を使ラパルス的｛原動的｝な使い方をすることが判明
いるが‘個々 の水使用者の使用水量には震動があり、それらは相級さ lしているが、この場合の需要予測として、起集者は、年間使用水量を年岡田敏で割ったー回
れて佐世保市全体の給水量の震動となり市全体の給水量に及Iます膨 l•t均給水量を用いずl之、復敏のドックでの平均的な鍋体の岡崎務浄による使用水量を用い
響は負荷車で考慮するようになっていることから、一回量大給水量の•Iている．これは、水道路燈が備えるべき能力は一日：優文給水量に対応した敏値である必要
定に当たって、造船企S震の使用水量の箆勧告考慮する必要はない． lがあること．同造船企S震は佐世保市の工場用水の夫節分を占めておりー目量夫給水量に与

える膨響が大きいこと、使用水量のパルスは修鎗飴の受け入れによっでランダムに幽寓する
ものであり、あらかじめ時期を想定できるものではなふまた、パルスの額度が相加し、その
大きさも従来の二倍以よとおる可飽性がおることから、－のドックでの平勾的な船体の岡
崎議滑による使用水量を負荷車で割り戻しー日量大給水量を算定しており、問題なL喝のと
考えられる．

211 ~口融者のー目水量は日平均で蜘nf／日でが瓦孟晴夫首調求I京董E言語15輔扇町乙誌I訂示面司帰京語両者に対しよ常時椛供給しなt
量4,412nr1日は大白書聾者が尽蜘喝／目を入水して替える霞舗を備え、 lばならない』旨組定されていることから、起象者は、大口揖要者である遺細企象の経営方針
あわせて、大口揖要者自身が循環使用路盤を盤備するのが妥当であ lの転像を畏ITCの水使用に伴う水道供給..は負うものと判断している．
る． lなお、貯水タンクの霞置や循環使用飽盤のE置について、起象者が同盗鋤企.に窟向田

釜を行ったところ、、コスト的な問題に加えて敷地に余鎗カ憎いことから実現lit回殴であると
いう回答を得ている．

221 J:繍扇末a葡突な蕩!I>幅向にあ可二扇園出IJ-'i'.,1泊”の修事でほな l起集者I志、水道斜金の改定を近年では平成S年度及び平成担年度に行っているv 、
〈、水道斜金の健主げによる節水が遂行しているからであり‘将来治加 l用水の平均使用水量を興会改定の実路前後で比舵すると、平脚年度の改定は前年底比ー
傾向に転じることはない。 l闘となっているものの、霊平成10年度には前年度比臓と増加に転じており、また、平成n年

度の改定は前年度土聞となっている．エ渇用水の水需要予測については、”に毘・2のとお
り．
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項目 小項目 意見の要旨 毘定庁の見解

n.詞京一 IC3）需要予測 同31 人口は減少する中、 :c.•用水はバブル期以ょの槽加、ダムありきの l 佐世保市では:c.i医用水道事象は実施されておらず、工場ではよ水遣を使周じている．
数字合せに過ぎず毎会のエ禍では工象用水は別にあり、飲科水と区分lなお、佐世保市のエ禍用水lま、造船関連企象の水使用が大節分を占めており、それ以外
してあり、真水をエ象用水に使った工場等あまり見たことがない． lも製造.等の工場関係で使用する水量となっているため、給水人口との相関関係は低〈、人

ロの僧滅との連動性はないとしている．
エ察周水温事業については、個々 の自治体で貌況は奥なるが、起象者が九州圃肉の造鮒

関連工場を悶べたところ、少なくとも10の造船関連工場において、よ水道を使用していること
を磁器している．

Z渇l全国の水産缶筒、直霞製造S震の金敷地面積のうち、鈎5置が味産加工l起集者によると、水産加工団地I広石木ダム完成後に水需要が見込まれるものであ正面
団地に進出するという夢のような想定をしており、また、会園の水産缶 l致対象象種に聞しては制限がな〈なっており、水産缶館、寵蹟製造業に眠って鶴致するもの
昔、極詰製造業の用水原単位には弁戸、回収水も含まれており、今回 lではないとしている。また、全国の他の水産加工団地では地下水を使用しているところもある
予測に使用する原単位の限定はおかしい． ！としても、佐世保市の水産加工団地は海岸沿いの埋め立て地にあり、ポーリングを行つでも

海水の膨響を受けること停から、水道での対応の必要があると判断している．

は‘今後も潟水対篇等綾織することとしているが、近年に合併した北筒旭区への対
策強化や既存施Eの老朽化対策の必要性等も蹟まえ、平成24年度の再餌値で、平成38年
度に有効率を92.5'とする目揮を立てている．有収$1弘有効寧から有効鰻収率を差し引い
たものであり、有効費量収率については、過去の実績簿を踏まえ，3.31l:ll定し、有効率92.5柏市
ら有効無収率を差し引いた89.21としている．
なお、起業者の需要予測については、tのとおり．

271佐世保市水道は下涜.斑の.額づけのない貯啄泡酵を主たる水頭とl負荷車のIt定に当たっては、近年の変動舗が小さ〈なっているζとから、平成19年の再野
しているので、他者に逮惑をかけることな〈水利植の桑紋運用が可能で｜偲i時と問機に直近10年の実績から採用すべきとの考えもあるが、水道施偉観針指針におい
あるため、かなりの取水量変動に対応でき、負荷車を厳し〈見積もる必 lて．負荷率は時系列的傾向を有するものとはいえないとされていること、また、実際過去の実
要は会〈ない.90覧程度に殴定しても陣容はない。 ｜績において1年で時前後の上下動を記録していること等から、今後、同織の夜勤が起こった

l聞に直近10年実績の高い負荷車で盤定した場合に安定的な給水を磁保することができない
281 負荷車の上昇傾向1釘~1At仰の変化等により水の使い方が産化し、 lため、起象者lま、平成24年度の再静慣で過去却年実績の録小値である80.・3置を採用したも

水得要の年同夜動が，j、さ〈なっていることによるもので、元の低い負荷 lのであり、岡田はないと考えられる．
率に後戻りすることはありえない．燈近の実飽と比べると、負荷率 ｜なお、佐世保市の各貯水池の水利権は貯水池毎に毎秒あたりの水量で貯可されており、
SD.3績は低すぎる．前回の予測と同様、過去10年聞の量小惜｛臥開港鐸｜鈴可水量以上の取水はできないので、貯水池欝としての遁周はできないとしている．
用すべき．
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項目 小項目 窓見の要旨 毘定庁の見解

予刻 f 29（利用量率｛海水ロス｝の近情年の実績平均値I却 7.41であり、前回再 l針商取木量15L可低水道麗麗麗計指針において、『針函取水量は紙面一日
量と取水から海水処理までの損失水量等を宥直して定める．ー般的には、計画ー日量文給
水量I口側担鹿の安全を見込ん創慣とすることが適切である．』とされていることから、起象
者は、平成24年度の碍卸値では、安全性．信級位、安定住の憶保された水道針留とするた
めに、水道施霞ltlt指針に畠づき10Iの安全を見込むこととしたものであり、岡掴はないと考
えられる．

【4）水沼 I t l不安定来頑というが‘平成19年渇水時にも20.000nf／自活用された実 l起集者によると．佐世保地区の水道事案の毘可を長けている安定水源は‘河川
賀土の安定水震であり、合1t110.0oon11回遊〈保宥しており、一回量大lの蝿定により齢可を畏けた安定水剥植のη＇，OOOm／固となってL喝．
給水量は減って来ているので、将来においても現在の保有水覇のまま l安定水利権除、10年にー鹿の渇水の時でも毎日決まった水量を取水できる纏利のことで、
で水不足となることはないので寝訣で会〈問題ない． l通常『安定水車』と呼ぴ、それ以外の水車は『不安定水車｛通称｝』と呼んでいる．

なお、佐世保市の不安定水車は、石本ダムが完成するまでの聞．暫定的に取水することが
できる水利権でおる川細川暫定量氷水剥権、河川去が随行される以前から社会的に取水の
示簡を得ていた既得績を態定化した慣行水利績である目録繍取水淘、三本木取水枇覇水
である岡本水覇地となる．いずれも渇水時はもとより‘濁水でなはい通常の年であっても水
量不足によって取水できない目が多〈存在し、また‘濁水l;I:民営簡易水道との共有水源と
なっている．

21佐世保の水不E解沼のおめに佐世保育事膏な吾正麗葺章司直医見 l起象者I玄、平幕副詞同丙南=tj¥ifτ面
えてこない．実際何も行なわず、市外にお願いするのは筋が温らないのl長期に分けて実臨してきている．
ではないか． － l短期対鴛としては、石木ダム建叡までの聞の暫定的怠織剥としてJllllJ”に特倒的な水利

織の僻可を嚢け．車水時lこ置大割問n11日の取＊が可飽となったほか．小i!IJllに可動纏を
盤備し、取水の安定化を困るとともに、北銀水系で原水を多〈噂水している書E図纏水管に2・
E持c，プをIllするなど、水軍用の強化を困っている．
また、ー鶴地峨で繭北水系の水を融通可飽とする繭北融通路銀を建Itしている．

31健世保市は水不足といいながら、語示福志曹司高官す才おFヨンー l中期対簸としては、下の原ダムの縫上げによる湾問先を行い.<I濁存ダムの飽カ低下を舗
固勉品、った櫛開発臓の乱鵬を野乱にし、制縄訪描｜うための鈎830,000川崎渇紺療の容量として伽3D,ooomの合棚田副酬を繍ダム
監を齢可し．市肉ではな<Jll掴町と市外に遠慮をかけ、それでもダムが｜容量として磁保している．
必要なのか理解慢ない． ｜説、僻怖の水車錨置である鵬ダム悌（I措符化しており、これら雌E続性

27 

．砂浪JIにはダムの水位を下げて突指する必要があるが、本語に余絡がないため、石木ダム
が完成することによりこれらの錨陸軍事障などの実勉に寄与することが毘められる．



項目 小項目

n.利 (4）来車庫

意見の要旨 毘定庁の見解

41中水道t再生＊＞の聾偏・使用について l・下水道管理密である佐世保市は、佐世保駅周辺再開発事象に合わせて再生水$象を展
・中水道の聾儲組織値，れするということは、水覇に圏直していることl聞しており、500nf／自の再生処理カ崎館でおる机再生水はトイレ法海程度にしか使用でき

と.iE面から矛盾している． ！ないことと、利用するおめには撞績にも続たな専用のE管を置ける必要があるこ帥、弘既
・大量の水を使用する大口の造船象者に中水道を使用させるべきで l存盛物への普及が健しい訣況にあり、現時慮では70nf／回程度の利用に留まっているため、

ある． l利用見迅みを1田町fl自に陸定の見直しを行ったが、事象自体の鑓畿の縮小を行うものでは
ないとしている．
・起象者が、大口の遺錨象者に中水の利用について怠肉聞査を行った結果、中水には担分
が多〈含まれている危め、船体の洗浄には使用できない旨の回答を得ている．

51祖諸』IIの.1kl;t.カピ臭気対鏡を行えば剥閣でき．不安定である22.500I不安定水窓とは、水質に問題のある水源を示したものではない．．

7 

起象者は水車不足のため．不安定水震を最大限活用をしており、臭気の発生によらず取
水を行い、浄水処理において活性践を控入する等の臭気対簸を行って配水している．

は‘JlllllJllの洪水田節や涜水の正常な復憾の経待【生思系房事長全や既得木利
の安定化など｝、水道用水の磁保といった担割がある多目的ダムでおる石木ダムの建霞を計
画し司、る．
そのうち、島宗用水・河川の維持用水の磁保などの詑水の正常な複能の経絡のための不

特定容量を有木ダムに磁保することによって、既得水剥の安定化方咽っている．
なお、既得水剰の中には川宿町の水道用水のための水利航蜘nl/Bも含まれており．
Jll錦町の将来の水需要予測において、他の既存の水.と併せて強健できるとしている．

扇末記「不特定用水とl;t..タムが彊霞され6前から使用している既縛水利権者の水量や河Jil
するのはおかしい．現在の可動纏を改修するのではなふもともとー目 lを総持するための水量【Jllの環績や生飽嘉を総持してい〈ため級低限必要な涜量｝のことで
10,000トンを取水する続たな可動思を針面していたが、宥＊ダム計画にlある．
不利なので変更している． ト起集者が有しているJll掴川の水利樋l玄、河Jll~長篇23条の規定により河Jll管理者から併可

を受けた安定水利権の15000nf／固と暫定豊水水利織の5・卿nf／日とがある．このうち暫定
豊水水利権とI弘宥木ダムが完成するまでの冊、暫定的に取水することができる水利績で、
右木ダムが完成｛または中止｝した時点で失効することになる．

28 

また、超象者治明在ある可動躍の改修を過去に行ったが、極の老朽化に伴い、摺本来の
水を貯水し：有効的な取水を可飽とするために実施したものであるとしている．
本来、取水泡は取水をしやす〈する自信股であり、続線水認を開発するための施霞ではな

い．
なお、起集者141:.Jll絹川に新たな取水橿を建偉する針函lまないとしている．



項目 小項目

D.利末一一！”跡事

(5）正事麗置

の’E持

面両面弛

窓見の聾旨 毘定庁の見解

21 面童福扇冨轟轟Eを固元τ存否瓦石示ダムで必要ど副主ているi正常 l 河川管理者百長崎県民同l~Jlf:翻iJi師事単語請でl>il山遭栂の針測量眠；画家事計測
涜量を下回ることはないから『車水の正常な、揖飽の緯待』の目的は意lする目的で置置されたものであり、低水時の担測には適したものは冨えず．また、欠刻も多

4 

3 

昧a崎L、ものである． 悔しているこ副市．起象者は、涜水の正常な徳飽の経絡に必要な涜量を．正常涜量の手引
きや建llt：省河Jll砂防麓街M からタンクモデル式により必要な寵量を算出している．

を l 石＊~·ムの目的として、洪水田町、銃規利水以外に生恩来の保全や既得の水利纏のた泊
に、涜水の正常な徳能の維持の涜量を磁保しており、その容量1:1:740,000rrlとなっている．

てUるl現在の位置保市I弘安定水窓の給水健カfJ'f.不足し、不安定水源に依存してい6訳語で
り、さらに、今後生活用原S単位の回復、観光客般の治加及E広大白書聖の企.経営方針の転

宅轟轟壱it集等により水の宿要が見込まれ、更なる供給飽カの不足を生じさせることとなるため.Jll掴
川において銃規水置の開発が急蔀となっている．このような扶混に対して、混在不足してい
る水量に加え、将来の水容聖書に対応するため‘10年にー度の渇水を忽定して‘石木ダムによ

り7雇面麗市Iり40.000rrl／目の筋線水震の問先を行ない、これに要する貯水容量を2.490,000rrl／固とするこ
とによって、佐世保市の水道用水の安定的な供給に寄与するものと毘められる．
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項目 I 小項目

n.利水 I＜＆＞その

m.語

意見の要旨 I E定斤の見解

じ正とこる、佐世保市民の多（Iま石木 l俵世保市肉で実施したとする水道に闘するアンケートI志、タムの必要怯について悶お瓦正
ものとしている（113人回答｝が、・本件$象i念、健健保市の水道用水としての供給能均不足の
解消に加え、将来の水需聾に対応するため、ダムにより40.ooomi自の続規氷海の開先を行
ない、これに要する貯水容量の2.490,ooomi目を確保するもので、安定的な水道用水の供給
に寄与することが毘められる．

N.環境 1(1）環境への I1 I長崎県の環境に与える彫響は踊査方fletJ（明らかでな〈、表混カ抽象 l本件事案は法令よ環境膨容解価を穫積づけられた草案ではないが、起業者は事象の置
膨響 I l的である．自錦..，ま絶対併されない。また、環境保全措置についても｜要性等を考慮し長崎県環境膨書静信条例の手続を皐周して、踊釜・検討を行っている．この

4食酎したと宮っているが、具体的な飽簸が見えない。 l環績膨響評価については、第三者揖闘である環境髭曹静価審査会において審臓が行われ
ている。その結果、$乗の実絡による環績への膨響は、実行可官協範囲内でできる限り回避
又は低減され、必要に応じその他の方法により環境の保全についての配慮カ崎飽であると
醇価されている．

21環旗につき、何故『肉筒解決型』という方去で会ての回査を行なわな l本件事案Iま猿令上環視髭容解価を磁窃づけられた事象ではないが、起集者Iま事寒の定
かったのかol思績Ellにつき、回避、最小化、修正、膨響の軽減J除 l要性等を宥』置し畏崎県環境影響餌価条例の手続を皐周して、踊査・検討を行っている．この
去、代償といった捜点で倹討されたのか。 l環境膨響際価については、箆三者組闘である環境膨響餌価審査会にて審揖が制コれてい

る．
『肉節解決型』という用語やその定穫は法令、＆皐等には見当たらないが、事案の実纏に

よる..への膨容I忠実行可能な範囲でできる限り回避又は低減され、必要に応じその他
の方法により環績の保全についての配慮カ句継であると静価されている．
平脚岬3月に幽された、Jll細川総合開先事象石木ダム環篇膨響解価書跡、長崎県蹴

膨曹醇価条例、長崎県環境膨響野面条例飽行規則、長崎県環境膨寝静価技術指針に蕃づ
き実施されており、環境毘慮については、回避・低減及び代慣といった銀点で倹討されてお
り、起業者Iま今後環機1＝思慮して事象を遭めてい〈としている．

3 Iモニタリンク・が全〈行なわれていないので‘環績uが適切であった l起業者l玄、移植については、移植前に対象種の生息分布や生息状況の翻置を行い工事麗
かどうか判断できない。また、毛ニタリングをするのであれば移植した全l者の窓見を聞きながら、確実に定婚を図れるよう努力すること企している．なお、移植対象橿
てのものに対して実施するのか． ｜の－穏について平成21年度より移植を行っており、その事後踊査報告書については、翌年
また、移植を行なった結果、縮れるとか減少するとかなった構合、健が｜度に公表している．
どのように責任を取るのか． ｜平成21年度以降で移植を実施したのは、植物のヒメウラジロ、ツクシトウキ、オオパウマノ

スズクザ、ツクシアオイ、エビネ、ミズマツバ、カワヂシャ及びエピガラシダのS種である．
起象者は、今後とも学齢者の指導、助冨を受け、移植に向け間査を実.し、移植後の宅Z

タリング周査結果についても、公表することとしているゆ
なお．$後掴査｛宅Zタリング）において、移舗後に著しい窓舗の夜伽噌寵された場合

I弘起象者において、専門家I乙相践しながら移植地の再選定及び再移鎗等の手法を銭討
し、実行可能な範囲肉での対応を行うこととしている．
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項目 小項目 II見の要旨 毘定庁の見解

への 141閉鎖桂木械でおる夫符湾の水質はただでさえ恵ミ語るでE屯のに、タ l本再曹司院は去令上環虜膨書卸値を‘窃づけられた事震で極意長が；起裏書政轟轟面重
ムを遺ると.Ill掴川から淡水がカットされ大村湾の極分量産治情＜~り‘ l要性等を宥虚し長崎県環寝膨’醇価条例の手絡をl1!周し・c. 回蓋・4食酎を行っている．その
湾肉の魚介顕への膨寝が懸念されているのに、大村湾のJI犠彫響餌 l右木ダム濁績彫書房信書では、『山道揖地点及び河口地点で膨’の有鋸の績舗を行い、膨
置が行われていない． l響を及ぼすおそれがある場合は大村湾で予測・野置をおこないます．必目されていることか

ら、長崎県のJI績飽局が、毎月大村湾の水質問奮が実.しており、起象者は、今後、経年変
化に注観して事案を進ぬることとしている．
なお、起集者によると、Ill細川から佐世保市への年間道水量は鈎包伺7万dであり‘大村

湾への他河川から涜入する量｛鈎141.9却方n11:年間｝、及び大村湾の外務との海水の出入り
量（927.1偲m／年間｝を宥虚すると、佐世保市への道成量拡大村湾への総寝入量の鈎
CJ.021‘程鹿であり、大村湾での担分量産の寵化Iま小さいと判定している．

51タムが扇面語瓦石両面示責雇記tJ1!認事磁砲も夫きな問題であり‘ l本件.a震は縫令上環積髭審醇置を‘窃づけられた$象ではないが、起集著語事蚕面重
ダムができると川富町の水道原家がダム直下からの取水となるので、 ｜要性簿を帯血し長崎県環横膨響醇置条例の手畿を皐周して、回査·•討を行っている．その
水質面に定化が生ずる．ダムよりよ涜に取水することを保匝すべきであl石木ダム環樋修響鰐価審の保全対策として、石本ダムでは、冷水歓.・温水敏涜対績として
る． l遺叙取水股舗を、宮製聖書衝として喝気循環蹟舗が針面されており、起集者1志、これら水質

8 

7 るなど、水買が恵

8 I IW':/す面飛来が毎年極陸され、上諸縁では雷轟事雇画書瓦τ厄る
が、行動鑓固が対象...区緩からはずれているとして、置の絶滋危倶
置に指定した島なのに、保血しょうとする袋努が感じられない．

健全艦置を置周することにより、水質による髭容は小さ〈なるものと輔断している．
また、起象者は、ダム謹盤後においても水質掴査を鍵銭して行い、問題が先生した絹合に

は、対自腹の倹討を行うこととしている．

で

E思縫目査をした長崎県で抱但している3ダムでは、涜入物質面頑調面三孟蚕雇責Bf正扇面固
とした貯水池水質感化の宛生I志、磁寵されていない．
なお、ダム完成畿の貯水池の水質については、環績修響僻値を実16しており‘JI績保全措

置｛陽気循環猿置｝を鏑じることにより、膨響はできる眠り回避・低減されると卸値されてい
る．
起集者の環混膨響野面によると、定点観寝去により、砲毘位置及び個体敏を健毘し.1つ

がい磁毘されている．潜水予定区峨外を営巣楊所としており、繁殖期のみ利用し、非繁殖期
には当館地線以外を生息地としていると考えられるとしている．
起集者l志、聞査地紙周辺にl志、消失する生息適地と同織の樹称地及び緋作地が扇存する

ことから今後も生息が総持寄れると予測されているため、事案実施による膨智Iま小さいことか
ら環漉保全指置は行わないとしている．

9 I県肉ではヤマトシマドジョウの
生息地が無〈なる可飽性がある．

けヤマトシマドジョウl志、起象者による現地飼査で、有末而のJl1源地区1
点、Ill繍1111地点で生息b＜磁寵されている．
環績彫嘗癖値以降に、起象者が行った、右木ダム益段における魚鼠への膨容についての

学臨者ヒアリングによれば‘rダム縄体下涜の宥木地区の水田や有木川上涜の樹園が維持
さ：tiるのであれば、生息lま維持される．』との窓見があった．超象者によると、本種の生息調t
が川及び水固であること、 1118川寵•0水図の多〈が鹿泉鏡奥地峨に指定されているため
水図の維持が園られること及び本置の生息..に必要な砂磁の供給Iまダム供用後もfUをさ
れることなどから、対象事案の実施が本種の生息に与える膨.，志小さいとしている．
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項目 小項目 窓見の要旨 毘定庁の見解

IV.環J.I I <1】JIJ.Iへの・ 1101石木タム建録後1%40.000トン／目｛計図値｝の水の混入が停止することl石木タム濁績修響野価での河口預のタムii眼前後の塩化物イオン温度については‘起案
膨曹 I ！となり、塩化物イオン湿度カ悔年上昇していきJ計百は約10年、対す l者祇平脚年から平成15年までの降雨実績を元にシミュレーションにより算出しており、

ねは鈎4年で生息上限に到達する． 怜2伽lg/LIま、あ〈までその平均値の釜であり、この220rng/lが継続して毎年累積されるもので
はないとしている．
また、塩化物イオン温度は降筒状現の寵化によさh苛への琉入量の寵化により大き〈変動し

ており．それと比岐してダム建股による196湿度の変動Iま微小であり、・5響を与えるものでは
ないと判断している．
さらに、大村湾lま針尾調戸及び早岐溜戸で外混との潟水の出入りがあるため、ダム建陸に

より想定される大村湾への揖λ量の蛮化が毎年累積されてい〈ようなものではな〈、また、大
村湾へ麗入する河川には、昭和田年に完成し、平成13年に再開ftを行ったた茸調ダムがあ
るが、過去の観測結果から旭化物イオン量鹿が上昇している傾向はなιまた、ナマコの泡
盛量が.少傾向もないためナマコの生息環績に、ほとんど膨曽を与えるものではないと判断
している。

11 l特に辰11(及びホタルを移纏することの接当憶はあるのか．移組後の l起集者は、本軍采において、長崎県環寝膨寝静箇条例の手法碑周して悶涯・続雨膏
状飽を犯橿できるのか．環境Urま、具体的にどのように配慮されたのIL＇.その中で、『...保全措置として、司 IUt区総以外における対象祖の生息状況を抱担した
か、い〈ら人聞が自然に近い工作物を作っても、自銭に鴎るものはな lうえで、生息環績を保全するとともに、学由者の指調車、助言を畏けながら、個体の穆纏につい
い． ｜ても鎗討する．』としており、現在、起象者l;t学臨者の指場、助言を受け、移舗に向け飼査を

実Iiしており、移績畿のモ＝タリング踊釜結果については今後公表することとしている．

121肩書車高麗置による周辺主地の環場変化を間歪せず清ヱすること
t窓、地滑りや水誌の定化により生命財産1：：•書が発生することが目に
見えている．

(2）文化財へ 111この勉にl;t貴置な史跡や文化遺産がある．コンサルタント任せで地縁l事案箆定申繍書によると、本事
の膨響 I lの長老や住民からの聞き取りがな〈、銀俗文化財のことも触れられていl蔵地は存在しない。

ない． lなお札起集者によると、長崎県の敏宵庁及び川相町の敏宵餐員会が掴査した結果、J＼震
積極碑Iま文化財にはあたらないものの、付近地に漫灘物の可能性'/J（否定できないことから、
平成7年3月に八武治叡碑の位置を周知の埋麗文化財包蔵地に位置づけたが、その後、J¥
武砦極碑lま大正時代に移置されているものであると判明したため、平成19年4月の川栂町
内の周知の埋蔵文化財包蔵地について見直しを行った聞に、周知の埋蔵文化財包蔵地から
は除外したとしている．
また‘八武治板碑｛石繕｝については平成23年度に地元関係者が事案実鑑区級外に移股

を行っている．
更に、起業者Iま、 AH~文化財についても悶査したが、文化財保腫法に指定又は霊録を必

要とするものは存在しないことを確毘している．
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項目 小項目

V.代密集 1(1)

露見の要旨

かかっても作れないタ瓦軒面を画面、
べきである．
〈ハード〉
・河川改修で川幅を広げる.
．河康掴聞
・組防の舗強
・筒俸の堪防を幅tm高さt-1.Smコンクリートで鑓よげ
．肉水徳容の防止とし古代ンブアップ施懸の段置
・雨水のー時貯留として、録宥場跡の利用
・治立国原の貯水泡化の倹討
・I援称保水カの強化
〈ソフト〉
．，、ザードマップづ〈り
．適量豊システムの磁立

毘定庁の見解

厄謁ー「起義者政調画百而語示荷誕百；示再調嘉福志歩、河道ii(修、道水組、鼠水路の3
案について比舷後酎をしており、社会的、鐘術的、経it的な面を総合的に考慮した結果．本
申鶴来が温も合温的であると毘められる．
また、起象者は石木ダム益段$象のダム倹卸こおいて、既存ダムの有効活用など、26案

について概略倹討を行い、、本件申鶴来の他‘場肪嵩上げ、河遭掴聞など川絹川の治水対
策として実認可飽怠BJ院について、『安全度』、『コスト』、『実現也、『持続性』、『桑敏性』.r地
総社会への修司tJ、rm舗への修響』の髭細野価を行った結果、総合的に判断すると石木ダ
ムが優位であるとの餌価結果を得ている．
なお、ソフト対簸として、水位情報周知河川の指定｛平成17年5月｝とそれに伴う車水想定区

繊圃の公表｛平成20年31'1）、ハザードマップの作成・周知【平取0年41'1）.及び長崎県河Ill
砂防情報システムによるリアルタイムでの雨量や河Ill水位などの、河川情鰻の共有化・E慣
を実錨している．なお、Ill掴川施織においては‘これらの対篤を既に実施している．

るだけタムに頼百草訂芳語毒菌じ事え言云渇水時にはどこでも氷 l超象者Iま利水対鍍寮として、石木タム案、潟水量軽水ifj民瓦語下ヲム案、地下水祭仰4案に
は不足するもの．佐世保市Iま濁水対集を石木ダムありきで真剣に鎗肘 lついて比較倹射しており、社会的、銭術的及び経済的な面を総合的に宥慮した結果、右木ダ
してこなかった． ｜ム案が量も合理的であると毘められる。なお‘海水淡水化祭は、付近地が閉館憧の商い潟
・潟水淡水化案 ｜嫌であることから水質が思〈前処理が困館であること、極分遣縮緯水の付近の潟峨への膨
・その他のダム寒 l留が懸念されること．フレンドに必要な随水との併用で穆働率が思＜•J食費倉嶋価であること
・既存のダム・貯水温の再開発｛縫上げ｝ lなどを総合的に勘案し、石本ダム寒が合理的な宗としている．
・録石緬跡勉利用 lまた．起象者は平臨時鹿の再解値においても、石木ダム－と同様の取水量につなが
・flの揖よげ、橿の事育館 lる可飽性のおる代曾宗として、その他ダム案、河道外貯留施置案、河口纏案、ダム再聞鎗・
・下水処週水の樗剥周 l掴削案、他用途ダム容量の買い主げ案、湖沼開発｛ため池の活用｝案、水森岡噂水索、涜況
・南水利用 l回盤河m•、治下水取水案、海水淡水化案、既得水剥の転用家．ダム使用櫨等の毎笹案、
・地下水の取水 l他事象からの畏水案、水窓緯の保全案の14案の倹討が行われたが、潟水淡水化窓を除（13
・水車株の保全 ，.は．鏡術的可飽性‘法的可能性及び量的可飽性等の函において取水量.僚の育館佳が
・海主備蓄 － 怖いとされ、さらに、石木ダム寒と海水波水化案について比験倹討が行われたが、地紙祉会
・地下ダム ． lへの膨響、控術的隈圏、環績への膨響、水道撞置を含めた事象費等の面から、石木ダム寒

が優位であるとされている．

認証郊の.温ヱ相の調査蚕有云正ところ、製極したIIに夫量に生じる轟木ra..
温度が低い温水となるだ庁広真水揚明られるものでは無いとのことであった．そのため..
塩エ場の鯵氷を利用したとしても‘別途海水淡水化.置を建置する必要がある．また、この
緯水とは却に担分拍まない議留水も縛られるとのことであったが、この書店留水t創，200nf/
日担鹿の少量し；か得られず、このうちS叩nf／日はすでに酉潟市が水道現水として買い取って
いる．従って利用できるのは4叩nf／日程鹿しかない．なお、同エ場では定期的に傷憾のメン
テナンスを行うために、ー定期間運転を停止しなければならないとのことで、水道水源として
安定的に減水を縛ることができない．さらに、同工場から佐世保市までのパイプライユそを続た
に殴ける必要がある．
以上のことから．起象者lま製塩工場の利用は困鐙としている．
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項目 小項目 意見の要旨 毘定斤の見解

VI. 

の議”

2 

ム記す

7 

8 
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項目 小項目

Vll.その面

.見の要旨

2 

3 

毘定庁の見解

は、洪水翻節J涜木fO)正常な•1億面車種持＆ff.来通用水°＇供給を固
の建毘に行うものであり、公共の利益が相当種度存するものと毘められる．
なお、本件•i障の路行に相人県道、町道及び鹿象用道路沿句底断されるが．これらのお置

は地峨住民の日常生活上及び畠.経営主必要不可欠なものであるため．これらの施陸の徳
能維持のための国連事象として、本体..と併せて施行する必要があると留められる．

41石木ダAi貯水港を利用した観光促遜等、人との触れ合いが担えると
予刻されると雷っているが、起集者の冨うようにならなかった場合鍵が
責任を取るのか．過疎になるのが自に見えている．

本存事豪昆定について考慮すべき寧項でないと考える．
なお地元の川銅町がダム建段に伴う地積極奥のための水覇地緩聾鎗針固についての提

宮容を策定している．

5 主泡収周忌は、憲法宿泊！Hl3項の緩定を畏け、『公共の利益の摺遣と私有財屋との固
から工事にかかると冨うが、前縄となる用地取得や転涜ヱ計l圃が示さ｜を図仏もって国土の適正且つ合理的な利用に寄与すること』を目的としており、申••i震が
れてもいない．また、強事案貴153健円で取当に完成するのか履聞であ｜同訟•20条各号に定められている次のすべての要件に餓当するときは、，.の毘定をする
る． ｜ことができる誌れている．

宮古ir.::;;;-1ID事象が同法第3条各号のーに掲げるものに聞するものであること｛鎗1号｝
化団体に陥 IR起集者が当陸..を進行する充分な窓思と能力を有する者であること（鱒2号｝

＠事集計画が土地の適正且つ合理的な利用に寄与するものであること｛第3'1-)
＠土地を収用し、又は使用する公益上の必要があるものであること｛篇4号）

7 • - 事案毘定庁は、起集者からの事案毘定申聞がこれらの要件を満たしているかどうかを審査
し、事案毘定処分の可否を判断している．

ー

;:n; 
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項目 小項目

司II.その

.見の要旨

111.嘉ft草画書面雇扇両事ほおかしい．
・実館のないやらせ的組織の要望を推進題自にしている．
・起S廃絶外の褒存鈎件まで包厳して、司Ji震が道修しているようにしてい
る．
・鎗箇ありきの代答案の比畿をしている．
・本体事象の開始時期の平成，a判U:llま一般の人には分からない．

毘定庁の見解

裏面雇事周.の包蔵肉書記云L¥ては語家事示亙面責糾を＆に磁包じてU吾．
・石ホダムRB促進佐世保市民の会I弘佐世保市の29の主たる団体で織成され、活動を
行っている．
・起集者は、事案全体の主な物件散については87戸、そのうち起象地内は51戸、著書転演につ
いては日戸、そのうち起象地肉出8戸としている．
・ダムサイト位置及び付曾道路ルートの温定にあたっては、考えられる3案について比較検討
した館県、社会的、鏡衛的及び経続的にゆ繍寒が量良であると認められる．
・起集者は事象聞始の時期は、本体寝袋の開始時期を石木ダム建置に伴う損失繍慣＆$
協定書に悶印した時としている．

ているのに、何故見直U 本件寝袋の完成により、基皐地点『山遺構』地点での年超過程寧1/100規畿の

131針薗語吾訂事轟轟す6ダム
ら中止、銀回すべきです．

181社会資本聾備審宿舎の
等なEし合いはできfJ:い．

するための洪水間節が可能となり、川銅町の中心市街地を洪水から防御し、沿Jll地線住民
の生命や財産及t地会資本の健全を困ることが可能となる．また、 10相こ1固租鹿起こりうる
渇水防においても、諸水の正常な栂飽の経緯のために必要な定量を磁保することが可能と

るとは冨えないのだか lなり、水生生物の生息・生育環緩や河川の最観を保全し‘既得の水道周水、...周水の磁
保倉町飽となり、また、佐世保の水道JR＊の安定的な供給に寄与することが毘められる．

ム全体の克直副＝面じて琢：II
ないと考えられる．

語両面~手県寄りの人選でIま平 l 社会資本聾備審隠会の審臓提員Iま、土地収用法の故正の際に『法学会、経曹界、

羽では

圏、環績、マスコミ、経涜界等の分野からバランスのとれた人還を行う』J社会資本盤備審
闘会における事象毘定に聞する審踏I司ま当E棄事象に利容関係を有する書店員は加わらないよ
うにするなど、理用の中立位、公正佳等を砲保するとともに、隠事要旨の公聞に努めるこむ
という附務決揖に畠づき、当E案審踊会の目的、肉容について専門的知鵬、臨見ないしi鮭肢を
有している者が複数佳命されている。
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